
論

説
現
行

「
自
首

・
首
服
」

規
定

の
成

立
過
程

山

火

正

則

目

次

は
じ
め
に

一

章
名

の
変
更

二

自
首
減
軽

の
対
象
と
な
る
罪

の
拡
大
と
そ
の
任
意
性

三

財
産
犯
に
関
す
る
特
例
の
不
採
用

四

首
服

む
す
び

は

じ

め

に

151

(
1

)

本
稿

は
、

「
自
首

・
首
服
」
に
関
す

る
現
行

刑
法

四
二
条

の
成

立
過
程
を
明

か
に
し
よ
う

と
す

る
も

の
で
あ

る
。
そ

の
際
、
帝
国

議
会

に

提
出

さ
れ
た
諸
草
案

だ
け

で
は
な
く
、

そ
れ
に
至

る
過
程

に
お

い
て
作

成
さ
れ

た
草
案
を
も
参

照
す

る

こ
と

に
し

た
。
現
行

刑
法

の
骨
格

が
ど

の
段
階

に
お

い
て
形
成
さ
れ

た
か
を
知

る

こ
と
も
重
要

だ
と
考
え

た
か
ら

で
あ

る
。

ま
た
、

そ
れ
ら

の
草
案

に

つ
い
て
も
理
由
書

が
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付

さ

れ
、

(
2

)

あ

る

い
は
意

見

が
示

さ
れ

て

い
る

こ
と
が
あ

る

か
ら

で
あ

る
。

神奈川法学第30巻 第1号(1.52)

(1
)

本
稿
は
、
文
部
省
昭
和
六
〇

・
六

一
年
度
科
学
研
究
費
を
受
け
、
合
計

一
一
名

に
よ
る

「現
行
刑
法
典

の
成
立
過
程
研
究
会
」
を
組
織
し
、
研
究
を
進

め
て
き
た
成
果

の
う
ち
。
わ
た
く
し

の
分
担
部
分
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
す
で
に
公
表
し
た
も

の
と
し
て
、
「現
行
併
合
罪
規
定
の
成
立
過
程
」

荘
子
邦
雄
先
生
古
稀
祝
賀

『刑
事
法

の
思
想
と
理
論
』
二

一
五
頁
以
下

(第

一
法
規
、

一
九
九

一
)
、
「現
行

『通
貨
偽
造
ノ
罪
』
規
定

の
成
立
過
程
」
神

奈
二
六
巻
二

・
三
合
併
合
二
五

一
頁
以
下

(
一
九
九

一
)
、
「
現
行

『有
債
謹
券
倫
造
ノ
罪
』
規
定

の
成
立
過
程
」
福
田
平

.
大
塚
仁
博
士
古
稀
祝
賀

『刑

事
法
学

の
総
合
的
検
討
下
』
五
三

一
頁
以
下

(有
斐
閣
、

一
九
九
三
)。

(2
)

草
案

・
理
由
書
等
の
引
用
は
、
以
下
の
略
称
に
よ

っ
た
。

明
治
二
三
年
案
11
改
正
刑
法
草
案

(明
治
二
三
年
法
律
取
調
委
員
会
作
成
、
明
治
二
四
年

一
月
第

一
回
帝
国
議
会
提
出
。
高
橋
治
俊
11
小
谷
二
郎
共
編

『刑
法
沿
革
綜
覧
』
七
二
頁
以
下
所
収

(清
水
書
店
、

一
九
二
一二
。
松
尾
浩
也
増
補
解
題
復
刻
版

(信
山
社
、

一
九
九
〇
))

明
治
二
三
年
案
説
明
書
11
改
正
刑
法
草
案
全
説
明
書

(明
治
二
三
年
案

の
説
明
書
)

明
治
二
八
年
案
11
刑
法
草
案

(明
治
二
八
年
刑
法
改
正
審
査
委
員
会
作
成
。
内
田
文
昭
11
山
火
正
則
"
吉
井
蒼
生
夫
編
著

『刑
法

[明
治
40
年
]
②
』

[
日
本
立
法
資
料
全
集
21
]

一
二
六
頁
以
下
所
収

(信
山
社
、

一
九
九
三
)
)

明
治
三
〇
年
案
"
刑
法
草
案

(明
治
三
〇
年
司
法
省
、
国
民
に
む
け
て
刊
行
。
内
田
ほ
か
編
著

.
前
掲
書

一
二
六
頁
以
下
所
収
)

明
治
三
〇
年
案
解
説
書
11
石
渡
敏

一
・
勝
本
勘
三
郎
校
閲
、
中
島
晋
治

・
大
澤
唯
治
郎
共
著
『現
行
刑
法
封
比
改
正
刑
法
草
案
理
由
総
則
編
之
部
』

(法

政
学
会
、

一
八
九
八
)
(明
治
三
〇
年
案
の
解
説
書
)

明
治
三
三
年
案
11
刑
法
改
正
案

(明
治
三
三
年
法
典
調
査
会
作
成
。
内
田
ほ
か
編
著

・
前
掲
書
四
六
七
頁
以
下
所
収
)

明
治
三
三
年
案
参
考
書

11
刑
法
改
正
案
参
考
書

(明
治
三
三
年
案
の
理
由
書
。
内
田
ほ
か
編
著

・
前
掲
書
四
九
四
頁
以
下
所
収
)

明
治
三
四
年
案
11
刑
法
改
正
案

(明
治
三
四
年
二
月
第

一
五
回
帝
国
議
会
提
出
案
。
高
橋

ほ
か
共
編

・
前
掲
書

一
六

一
頁
以
下
所
収
、
内
田
文
昭
11
山

　

火
正
則

闘
吉
井
蒼
生
夫
編
著

『刑
法

[明
治
40
年
]
詐
』
[
日
本
立
法
資
料
全
集
22
]
三
三
頁
以
下
所
収

(信
山
社
、

一
九
九
四
))

明
治
三
四
年
案
参
考
書

"
刑
法
改
正
案
参
考
書

(明
治
三
四
年
案

の
理
由
書
。
内
田
ほ
か
編
著

.
前
掲
書
六
五
頁
以
下
所
収
)

明
治
三
四
年
整
理
案

目
刑
法
再
整
理
案

(明
治
三
四
年
法
典
調
査
会
作
成
。
内
田
ほ
か
編
著

・
前
掲
書
三
七
七
頁
以
下
所
収
)
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明
治
三
五
年
A
案

11
刑
法
改
正
案

(明
治
三
五
年

一
月
第

一
六
回
帝
国
議
会
提
出
案
。
高
橋
ほ
か
共
編

・
前
掲
書
四
三
五
頁
以
下
所
収
)

明
治
三
五
年
A
案
参
考
書

11
刑
法
改
正
案
参
考
書
完

(明
治
三
五
年
A
案

の
理
由
書
)

明
治
三
五
年
B
案
開
刑
法
改
正
案

(明
治
三
五
年

=

一月
第

一
七
回
帝
国
議
会
提
出
案
)

明
治
三
五
年
B
案
参
考
書

騨
刑
法
改
正
案
参
考
書
完

(明
治
三
五
年
B
案
の
理
由
書
)

明
治
三
九
年
案
11
刑
法
改
正
案

(明
治
三
九
年
法
律
取
調
委
員
会
作
成
)

明
治
四
〇
年
案
11
刑
法
改
正
案

(明
治
四
〇
年

一
月
第
二
一二
回
帝
国
議
会
提
出
案
。
高
橋
ほ
か
共
編

・
前
掲
書

一
五
五
五
頁
以
下
所
収
)

明
治
四
〇
年
案
理
由
書
口
刑
法
改
正
政
府
提
出
案
理
由
書

(明
治
四
〇
年
案
の
理
由
書
。
高
橋
ほ
か
共
編

・
前
掲
書
二

=

九
頁
以
下
所
収
)

章
名
の
変
更

旧
刑
法

は
、

自
首

に
関

す

る
規
定
を
第

一
編
第
四
章

「
不

論
罪
及

ヒ
減
輕
」
中

に
第

二
節

「
自
首
減
輕
」

と
し

て
、
第

一
節

「
不
論

罪

及

ヒ
宥
恕
減
輕
」
、
第
三
節

「
酌
量
減
輕

」
と
と
も

に
定

め
て

い
た
。

こ
れ

に
対

し
て
、

現
行
刑
法

は
、
そ

の
章
名
を
修
正
し
、
第

一
編
第

七
童

犯

罪
ノ
不
成

立
及

ヒ
刑

ノ
減
免
L

と
し
、

こ

こ
に

こ
れ
を
規
定

し

た
.
酌
量

減
軽

に
関
す

る
規
定

は
・
第

三

章

に
移
匙

・

も

っ
と
も
、

こ
の
章
名

の
修

正
は
、
自
首

に
関
す

る
規
定

に
直
接

か
か
わ

る
も

の
で
は
な
く
、

そ

の
用
語

が
適
切

で
は
な

い
と
す

る
こ

と

に
よ

る
も

の
で
あ

っ
た
。

旧
刑
法
が

「
不
論

罪
及

ヒ
減
輕

ノ
語

ヲ
以
テ
事
實
上
罪
ト
爲

ラ
サ

ル
場
合

及

ヒ
罪
ト
爲

ル
モ
其

刑
ヲ
免

除

シ

若

ク

ハ
法
律
上
之

ヲ
減
輕

ス
ル
場

合
ヲ
包

含

セ
シ

メ
タ
」

が
、
「
其
意
義

明
瞭

ヲ
訣

キ
往

往
疑
義

ヲ
生

シ
タ

ル
コ
ト

ア

ル
」

た
め
で
あ

る
。

現
行

刑
法

は
、
こ
れ
を
改
め
、
「
罪
ト
爲
ラ
サ

ル
場
合

ハ
之

ヲ
犯
罪

ノ
不
成

立
ト

シ
刑

ヲ
免

除

シ
若

ク

ハ
減
輕

ス
ル
場
合

ヲ
以

テ
刑

ノ
減
免

(
2

)

ト
爲

シ
タ
」

の
で
あ

る
。

た
し

か
に
、

旧
刑
法

が

「
其

罪
ヲ
論

セ

ス
」

と
し
て

「
不

論
罪
」

と
し

て

い
た
も

の
は
、
責
任
無
能

力
等

に

つ

い
て

で
あ
り
、
犯
罪
不
成

立

の
場
合

で
あ

っ
た

(第

一
節
「
不
論
罪
及
ヒ
宥
恕
減
輕
」
)
。
し
た
が

っ
て
、
当
時
、

こ
れ
が
刑

の
免
除

で
は
な
く
、

無

罪

の
意
味

で
あ
る

こ
と
を

こ
と
さ
ら
意
識
的

に
論
じ

る
も

の
も
あ

つ
(旭
・
現
行
刑
法

は
・
責
任
無
能
力
等

の
場
合
を
「
犯

罪
ノ
不
成
立
」
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と
す

る
こ
と
に
よ

り
、

そ

の
意
義

を
明
確

に
し

た
わ
け

で
あ

る
。

現
行
刑
法
成

立
過
程

に
お
け

る
明
治
二
三
年
案

は
、
旧
刑
法

の
用

い
る
章

名

に
右

の
よ
う
な

問
題

が
あ

っ
た
た
め

か
、

こ
れ
を
改

め
て

は

い
る
が
、

「
除
刑

又

ハ
減
刑

ノ
理
由
」
と
す

る
に
す

ぎ
な

か

っ
た
。

し
か
も
、
酌
量
減
軽

に
関
す

る
規
定

も
そ

の
ま
ま

こ

の
章

に
残

し
て

い
た
(八

一
条
)。
「
犯
罪

ノ
不
成

立
及

ヒ
刑

ノ
減
免
」
と
す

る
章
名

の
修

正

は
、
明
治
二
入
年
案
以
降
行
わ

れ
た
も

の
で
あ

る
。
と

こ
ろ

が
、

こ
の

「
犯
罪

ノ
不
成
立
」

に
対
応
す

る
個

々
の
規
定

が
現
行

刑
法

ま

で

一
貫

し
て

「
之
ヲ
罰

セ

ス
」

と

い
う
表
現

で
あ

っ
た
た
め
、
明
治

三

〇
年
案
を

め
ぐ

り
、
異
論

が
出

さ
れ
た

こ
と
が
あ

る
。
「
凡

ソ
犯

罪
ノ
不
成

立
ナ

ル
モ
ノ

ハ
…
…
未

タ
犯
罪
ト

云

フ

ヘ
キ

モ
ノ

ニ
ア
ラ
サ

ル
ナ
リ
」
、

「
之
ヲ
罰

セ

ス
ト

ハ
軍

二
刑
罰

ヲ
科

セ
サ

ル
ノ
意

二
過

キ

ス
シ
テ
其

犯
罪

ノ
成
否

ヲ
言

明

ス
ル
言
僻

ニ
ア
ラ
サ

ル
」
も

の
で
あ

り
、
「
『
之
ヲ
罰

セ
ス
』
ト

ノ
語

ハ
犯
罪

ノ
不
成

立
ナ

ル
場

合
ト
刑

ヲ
全
免

ス
ル
場
合
ト

ヲ
包
含

セ
シ
メ
タ

ル
モ
ノ

、
如
ク

ニ
シ
テ
盆

々
錯

(
4

)

雑
粉
交

ノ
感

ナ
キ
能

ハ
サ

ル
」
と

い
う

も

の
で
あ

る
。

こ
れ

に
対
し

て
は
、

「
罰

セ
サ

ル
ト
刑

ヲ
科

セ
サ

ル
ト

ハ
決

シ
テ
全

一
ノ
モ
ノ

ニ
ア

ラ

ス
即
チ
罰

セ
サ

レ

ハ
犯
罪

ニ
ア
ラ

ス
ト

錐
ト

モ
刑

ヲ
科

セ
サ

ル
カ
故

二
犯
罪

ニ
ア
ラ

ス
ト
云

フ

コ
ト
ヲ
得

ス
」
と

い
う
反
論

が
な
さ
れ

て

味
融
。

し
か
し
・

異
論

は
・

「
罰

セ
サ

ル
ト
刑

ヲ
科

セ
サ

ル
」

と
を
同

一
の
も

の
と
し

た
わ
け

で
は
な
く
、

「
罰

セ

ス
」

に
は
犯
罪
不
成

(
6

)

立
と
刑

の
免

除
と

が
含
ま

れ
る
と
し
た

に
す
ぎ
な

い
。

む
し
ろ
、
異
論

に
み
る

べ
き
も

の
が
あ
る
よ
う

に
思
わ
れ

る
。
し

か
し
、

い
ず

れ

に
し

て
も
、
現
行
刑
法

に
お
け
る
違
法
阻
却
事
由

や
責
任

阻
却
事
由

に
定

め
ら
れ
た

「
之

ヲ
罰

セ

ス
」

の
意
味

は
、
章
名

の

「
犯
罪

ノ
不

成
立
」

に
よ

り
、
解
釈
論

的

に
限
定

さ
れ
た
も

の
と
な

っ
た

の
で
あ

る
。
ま

た
、

こ
れ
を
犯
罪
不
成

立
と
す

る

こ
と
は
、

理
論
的
な
根
拠

を
有
す

る
も

の
で
も
あ

る
。

(154)

(1
)

こ
れ
と
は
逆
に
、
旧
刑
法
が
総
則
に
規
定
し
て
い
な
か

っ
た
正
当
防
衛
に
関
す
る
規
定
を
総
則
中

の
本
章

に
移
し
た
。
旧
刑
法
が
こ
れ
を
第
三
編
第

一

章
第
三
節

「殺
傷

二
関

ス
ル
宥
恕
及
ヒ
不
論
罪
」
と
し
て
規
定
し
て
い
た
の
を

(第
三

一
四
条
な

い
し
第
三

一
六
条
)、
「正
當
防
衛

二
關
ス
ル
モ
ノ

ハ
総



(155)
現行 「自首 ・首服」規定の成立過程

則

二
於
テ
規
定

奇

キ

モ
ノ
L

と
し

た

の
で
あ

る

(
明
治

四
〇
年
案
理
由
書

三

四

貢

。

さ
ら

に
、

田
中

正
身

『
刑
法
繹
義
上
巻

』
三
九
九
頁

(西
東

書
房
・

一
九

〇
七
・
復
刻
版

(信
山
社
、

冗

九
四
)
)
.
す

で
に
、

明
治

二
三
年
案

に
お

い
て
も
、
「
凡

ソ
正
當

防
衛
ノ
爲
メ

ニ
罪
ト
ナ

ル

ヘ
キ
所
爲

ヲ
行

フ

ハ
殺
傷

ノ
場

合

二
於

テ
最

モ
多

シ
ト
錐

モ
亦

之
力
爲

メ

ニ
人
ヲ
制
縛

ス
ル
コ
ト

ア
リ
監
禁

ス
ル
コ
ト
ア
リ
其
他
財
産

ヲ
致
壊

ス

ル
コ
ト

ア
リ
而
シ
テ
此

何

レ
ノ
場
合

二
於

テ

モ
之
ヲ
罪
ト

シ
テ
論

ス

ヘ
カ
ラ
サ

ル

ハ
當

然
ナ
り
」

と
さ
れ
て

い
た

(
明
治

二
三
年
案
説

明
書
三

六
頁
以
下
)

(2
)

明
治
四
〇
年
案
理
由
書
三

四
〇
頁
.
さ
ら
に
、
明
治
三
三
年
案
参
考
書
五

一
五
真

明
治
=
一四
年
案
参
考
書
八
六
真

明
治
三
五
年
A
案
参
考
書
五

六
頁
・

明
治

三
五
年
B
案
参
考
書

五
四
頁
。
な

お
、

旧
刑
法

が

「
不
論

罪
及

ヒ
減
輕

ノ
語

ヲ
以
テ
…
…
罪
ト
爲

ル
モ
其

刑
ヲ
免

除

シ

(た
)

…
…
場
合
ヲ

包
含

セ
シ
メ
」

て

い
た
か
に

つ
い
て
は
、
疑

わ
し

い
も

の
が
あ

る
.

現
行
刑
法

に
は
、
過
剰
防
衛

.
過
剰
避
難

に

つ
い
て
、

刑

の
免
除

に
関
す

る
規
定

が

あ
る
。

(3
)

こ
の
点
に

つ
い
て
、
宮
城
浩
藏

『刑
法
正
義
上
巻
宝

二
三
頁
以
下

(講
法
会

天

九
三
).
さ
ら
に
、
旧
刑
法
が
刑
に
関
す
る
も

の
で
あ
る

「減
輕
」

と
犯
罪

に
関

す
る
も

の
で
あ

る

「
不

論
罪
」
を
並

べ
、
「
不
論

罪
及

ヒ
減
輕
」

と
し

た

こ
と
に

つ
い
て
も
、

「
不
當

ノ
行

文
ト
謂

ハ
サ

ル
可

ラ
サ

ル
」
と
指

摘
す

る
。

(
4
)

明
治
三

〇
年
案
解

説
書

一
四
四
頁
以
下

(著
者
評
)
。

(
5
)

明
治
三

〇
年
案

解
説
書

一
四
五
頁

(校

閲
者
評
)
。

(6
)

し
か
』

違
法
阻
却
事
寒

責
任
阻
却
事
由
に

つ
い
て
、
改
正
刑
法
準
備
草
案
も
改
正
刑
法
草
案
も

「
.」
れ
を
罰
し
な

い
」
と
規
定
し
三

桑

改
正

刑
法
準
備
草
案

一
二
条

以
下
、
改

正
刑
法

草
案

=
二
条
以

下
)
。

こ
れ

に
対
し

て
、
ド
イ

ッ
刑
法

は
、
「
責
任

な
く
行
為
し

た
も

の
」

(二
〇
条
、
三
五
条

一

項
)
、
「
違
法

に
行
為
し

た
も

の
と
は
な
ら
な

い
」

(三
二
条

一
項
、
三

四
条

一
項
)
と
す
る
。

二

自
首
減
軽
の
対
象
と
な
る
罪
の
拡
大
と
そ
の
任
意
性

旧
刑
法
は
・
謀
殺

・
故
殺

の
場
合

を
除
き
、
自
首

を
刑

の
必
要
的
減
軽
事
由

と
し
、

「
本
刑

一二

等

ヲ
減

ス
」
と
し
て

い
た

(八
五
条
)。

酪

こ
れ
に
対
し
て
、
現
行
刑
萱

こ
の
考

な
罪
種
に
よ
る
喜

の
取
扱
い
の
区
別
を
し
な
い
と
す
る
と
と
も
に

喜

錘

を
必
要
的

-

な
も

の
か
ら
任
意

的
な
も

の

へ
と
改

め
た
。

要
す

る
に
、

刑
法

四
二
条

一
項

の
自
首
規
定

は
、

旧
刑
法

の
定

め
て

い
た
財
産
犯

の
場
合

の
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特

別
減
軽

の
規
定

(八
六
条
)
の
廃

止
を
も
含

め

(後
述
、
三
参
照
)
、

旧
刑

法

「
第
八
十

五
條

及

ヒ
第

八
十
六
條

ヲ
合

シ
之

二
修

正
ヲ
加

へ

(
1

)

タ

モ
ノ
」

と
な

っ
て

い
る
。

自
首

減
軽

の
対
象

か
ら
謀
殺

・
故

殺

の
罪
を

除
外

す

る

こ
と

に

つ
い
て
は
、
す

で
に
旧
刑
法

の
成
立
過

程
に
お

い
て
、

ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド

が
強
く
反
対
し

て

い
た

こ
と

で
あ

っ
た
。

ボ
ア

ソ
ナ
ー

ド
は
、
司
法
省
内

に
設
置
さ
れ

た
刑
法
草
案
編
纂
会
議

に
お
け

る
鶴

田
委

員
と

の

議

論

に
お

い
て
、
謀
殺

犯
人

の
自
首

に
も
、

「
三

ツ
ノ
便
益

ヲ
為

ス
ノ
道

理

ア
リ
」
と
し
、

そ

の
第

一
が

「
直

チ

ニ
真

ノ
罪
人
ヲ
見
出

ス
ノ

便
益

ヲ
得

ル

コ
ト
」
、
第

二
が

「
真

ノ
罪
人

ヲ
見
出

サ

・
ル
故

二
冤
罪
人

ヲ
捕

へ

『
ソ
サ
イ
チ

ー
』
ノ
騒
キ
ヲ
起
サ

ン
ト

ス
ル
ノ
害
ヲ
生

セ

サ

ル
ノ
便
益

ヲ
得

ル

コ
ト
」
、
第

三

が
「
真

ノ
罪

人
ヲ
見
出

シ
タ

ル
カ
為

メ
同
類

ノ
居
所

ヲ

モ
糾

問

シ
テ
之
ヲ
捕
縛

シ
テ
社
会

ノ
害

ヲ
防
ク

ノ
便
益

ヲ
得

ル

コ
ト
」
で
あ

り
、
「
以
上

三

ノ
便
益

ヲ
為

シ
タ

ル
モ
ノ
ナ

レ

ハ
其
自
首

二
伍

テ
之
ヲ
軽
減

ス
ル
ノ
原
則

ヲ
立

ツ

ヘ
キ
道
理

ノ

存
ス
ル
」
と
し
μ

そ
の
喜

減
軽
を
認
め
る
べ
し
と
主
張
」
旭
・
喜

減
軽
を
便
益
を
得
る
た
め
の
も
の
と
』

そ
の
根
拠
が
政
書

的

に
あ
る

こ
と
を
理
由

と
し

て
、
謀
殺

犯
人

の
自
首

に
も

刑

の
減
軽
を
す

べ
き
で
あ

る
と
考
え

た
の
で
あ

る
。

自
首
減
軽

の
根
拠

を
行
為
者

の
悔
悟

の
情

に
あ

る
と
す

る
鶴

田
委
員

が

「
自
首

二
傍

テ
其

罪

ヲ
免

ス
ノ
原
因

ハ
畢
尭
其
罪

ヲ
犯

シ
タ

ル

悪
心

ヲ
善
心

二
改

メ
タ

ル
ヲ
以

テ
道
徳
上

ヨ
リ
善
道

二
導

ク

ノ
道
理

ヲ
主

ト

シ
テ
法
律

二
之

ヲ
立

ツ

ヘ
シ
ト
為

ス
ナ

リ
」

と
主
張
し

た
の

に
対

し
て
も
、
「
自
首

ノ

一
等
減

ハ
犯
人

ノ
改
心

ノ
有
無

二
拘

バ
ラ

ス
又
公
益
ト
道
徳

ト
ヲ
害

ス
ル
ノ
有

無

ヲ
論

セ

ス

『
ソ
サ
イ
チ

ー
』
ノ

?
)

手
数

ヲ
省

ク

ノ
便
益

ヲ
得

ル
ヲ
以
テ
軽
減

ヲ
与

フ

ヘ
キ

モ
ノ
」
と
し
、
自
首
減
軽

の
根

拠
が
政
策

目
的

に
あ

る

こ
と
を
繰
り
返
し

て

い
る
。

ま

た
、
「
一
体
謀
殺

等
其
害

ヲ
償

ヒ
得

サ

ル
ノ
罪

ニ
テ

モ
自
首

ヲ
用

ユ
ル
ト
云

フ

ハ
実
地

二
於

テ
到
底
行

ハ
レ
難

シ
ト
考

ヘ
リ
」
と

い
う
主

(
5

)

張

に
対
し

て
も
、

「
三

ツ
ノ
便
益

ヲ
得

ル
道
理

ア

ル
以
上

ハ
総

テ
ノ
罪

二
付
自
首

ヲ
用

ピ
サ

ル
可

カ
ラ

ス
」

と
し
、

こ
れ
を
斥
け

て

い
る
。

こ
の
よ
う

に
し

て
、

一
八
七
八
年

(明
治

=

年
)
の
日
本

刑
法
草
案

に
は
、
自
首

減
軽
か
ら
謀
殺

・
故
殺

の
罪
を
除
外
す

る
規
定

を
置
か

な

い
こ
と
に
な

っ
た

の
で
あ

る

(

(6
)

九
六
条
)
。

ボ
ア

ソ
ー
ナ
ド

は
・
右
草
案

に
関

す
る
注
釈
を
行
な

っ
た
際

に
も
・

そ

の
趣
旨
を
繰
り
返
し
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(
7

)

述

べ
て

い
る
。

し
か
し
、
元
老
院

に
開

設
さ
れ

た
刑
法
草
案
審

査
局

の
審
査

に
お

い
て
は
、

謀
殺

・
故
殺

の
罪
を
自
首
減
軽

か
ら
除
外
す

る
と

い
う
修

(
8

)

正

が
加
え
ら
れ
、

こ
れ
が
旧
刑
法

と
な

っ
た

(八
五
条
)。

結
果
的

に
は
、

人
命

を
旧

に
復
し
、
藻
生

さ
せ
る

こ
と
が
不
可
能

で
あ

る
こ
と

(9

)

を
根

拠
と
し

て
、
殺

人

の
自
首
赦
宥
を
認

め
な

い
と
し

て

い
た
鶴

田
委
員

の
主

張

が
容
認

さ
れ
た

こ
と

に
な
る
。

旧
刑
法

が
こ
れ
を
除
外

(10

)

し

た
理
由

は
、
必
ず

し
も

明
ら

か
で
は
な

い
が
、

村

田
委

員

の
註
釈

に
よ

る
と
、

そ

の
罪

の
重
大
性

を
考
慮

し
た
も

の
と
さ
れ

て

い
る
。

し

か
し
ま

た
、

旧
刑
法
施
行

後

の
学
説

に
お

い
て
は
、

「
全

ク
其

罪

ノ
重
大
ナ

リ
ト
云

フ

ニ
非

ス
シ
テ
」
、
当
初

か
ら

自
首

を
期
し
て
罪
を

犯
す

者

の
予
想

さ
れ
な

い
他

の
犯
罪

(例
え
ば
、
窃
盗
罪
)
と
は
異
な
り
、
「
人
ヲ
謀
殺

シ
若
ク

ハ
故
殺

ス
ル
者

ハ
當
初

ヨ
リ
自
首

セ

ン
ト
欲

シ
テ
罪

ヲ
犯

ス
者
多

キ
ヲ
以
テ
自
首
減
輕

ノ
恩
典

ヲ
與

フ

レ

ハ
此
罪

ヲ
犯

ス
者
甚

タ
多

キ

ヲ
加

ヘ
テ
法
律

ハ
犯

罪
ヲ
誘
導

ス
ル
カ
如

キ
結

(
11

)

果

ヲ
生

ス

ヘ
シ
…
…
是

レ
即
チ
我
立
法
者

ノ
例

外

ヲ
設

ケ
タ
所
以
ナ

リ
」

と
解
す

る
も

の
も
多

か

っ
た
。
し

か
し
、

い
ず

れ
に
し
て
も
、

ボ
ア

ソ
ナ
ー

ド
は
、
旧
刑
法
施

行
後

の
改

正
案

作
成

に
際

し

て
、
あ
ら

た
め
て
自

首

の
便
益
性
を
詳
細

に
展
開
し
、

旧
刑
法

が

「
最
初
刑

(12

)

法

草
案
編
纂
委

員

ノ
排

斥

セ
シ
例
外

ヲ
再

ヒ
採
用

セ
リ
」
、

「
之

二
關

ス
ル
吾

人

ノ
駁
論

ハ

一
層

堅
固
ナ

ル
モ
ノ
ト

ス
」
と
強
く
反
発
し

た
。

(
13

)

学

説

の
多

く
も
、

こ
れ
を
不
当

・
条

理

の
転
倒
な

ど
と
批

判
し

て

い
た
。

し
か
し
、

旧
刑
法
改
正

の
た
め
に
、
第

一
回
帝

国
議
会

に
提
出

さ
れ

た
明
治

二
一二
年
案

は
、
自
首
を
必
要
的
減
軽

と
す

る
態
度
を
維
持

し

た
う

え
、

「
法
律

二
於

テ
死
刑
又

ハ
無
期
刑

ヲ
科

ス

ル
重

罪

二
付

テ

ハ
自
首

ノ
爲

メ
減
輕

ヲ
行

ハ
ス
」
と
し
た

(八
〇
条
三
項
)
。
自
首
減

軽

の
対
象

と
な
る
罪

の
範
囲
を

む
し
ろ
縮

小
す

る
も

の
で
あ

っ
た
。
罪

の
重
大
性

が
強
調
さ
れ

た

の
で
あ

る
。

こ
れ
を
改
め
、
現
行
規
定

の
方
向

へ
歩
を
進

め
た

の
は
、
司
法
省
内

に
設
置

さ
れ
た
刑
法
改
正
審
査
委
員
会

の
作
成
し

た
明
治
二
八
年

案

で
あ

る
。

「
罪
ヲ
犯

シ
未

タ
官

二
襲
畳

セ
サ

ル
前

二
於

テ
自
首

シ
タ

ル
者

ハ
其

刑

ヲ
減
輕

ス
ル

コ
ト

ヲ
得
」
と
し
、
自
首
減
軽

の
対
象

と

な

る
罪
を
限
定

せ
ず
、
且

つ
こ
れ
を
任
意

的
な
も

の
と
し
た

(五
七
条
)
。

明
治
三

〇
年
案

、
明
治
三
三
年
案

は
、

こ
れ
を
そ

の
ま
ま
継
承
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し

た

(と
も
に
・
五
七
奎

(配

)・

こ
れ

に

つ
い
て
、

こ
の
明
治
三
三
年
案

の
理
由
書

は
、

自
首

減
軽

の
対
象

と
な
る
罪

か
ら

「
謀
殺
、
故
殺

二
係

ル
者

ヲ
除
外

ス
ル
理
由

ナ

シ
」
と
し
、
ま

た
、

旧
刑
法

が

「
自
首
者

ニ
ハ
必

ラ

ス
本
刑

}二

等

ヲ
減

ス
ル
カ
爲

メ
始

メ

ヨ
リ
自
首
減

等

ヲ
期

シ
テ
罪
ヲ
犯

ス
ノ
恐

ア

ル
」
た
め
、
「
之

ヲ
改

メ
罪

ノ
種
類

ヲ
問

ハ
ス
自
首

シ
タ

ル
鱒

ハ
其
刑

ヲ
轟

ス

ル
コ
ト

ヲ
得

ル
」
.芝

と
し
、
そ

の

「弊

ヲ

一
掃

シ
且
自
首
本
來

ノ
目
的

ヲ
達

セ

ン
ト

ス
ル
モ
ノ
ナ
リ
」

と
し

て

い
る
。

明
治
三
四
年
案

は
、
こ

の
明
治
三

三
年
案

に
若
干

の
文
言
的
修

正
を
施
す

に
と
ど
め
、
「
罪

ヲ
犯

シ
未

タ
官

二
登
畳

セ
サ

ル
前
自
首

シ
タ

ル
者

ハ
其
刑

ヲ
減
輕

ス
ル

コ
ト

ヲ
得
」
と
し

た
(五
四
条

一
項
)。

そ
し

て
、

こ
れ
が
明
治
三
五
年

A
案
五

四
条

一
項
、

明
治

三
五
年

B
案
五

三
条

一
項
、
明
治
三
九
年
四
六
条

一
項
、

明
治
四
〇
年
四
二
条

一
項

へ
と
継
承
さ
れ
、

現
行

規
定

と
な

っ
た

の
で
あ
る
。

そ

の
立
法
理
由

(16

)

が
明
治
三
三
年
案

の
そ

れ
と
同

じ
趣
旨

で
あ

る
こ
と
は

い
う

ま
で
も

な

い
。

こ
こ
に
お

い
て
・

旧
刑
法

が
謀
殺

・
故
殺

の
罪
を
自
首

減
軽
か
ら
除
外
し

た
理
由

と
考
え
ら

れ
た
罪

の
重
大
性

へ
の
配
慮

と

こ
れ
を
除

外

し
な

い
こ
と

に
よ
る
謀
殺

・
故
殺
犯

の
増

大

へ
の
懸

念
は
、

い
ず

れ
も

そ

の
必
要
性
な

し
と
考

え
ら
れ
た

こ
と
に
な
る
。
後
者

に

つ
い

て
は
・
改
正
理
由

に
も

明
ら

か
な

よ
う

に
、
そ

の
減
軽
を
必
要
的

な
も

の
か
ら
任
意

的
な
も

の
に
改

め
た

こ
と
に
よ

っ
て
、

こ
れ
を
解
消

で
き
る
と
さ
れ
た
も

の
と
思

わ
れ
る
。
司
法
省
内

に
設
置
さ
れ

た
法
律
取
調
委

員
会

委
員

で
あ

っ
た
磯
部
博

士
も
、
「
裁
判
所

ハ
必

ス
各
事

件

二
付
キ
之

ヲ
適
用

ス

ヘ
キ

ニ
非

ス
即
チ

犯
人
自

ラ
自
首

ノ
減
輕
ヲ
豫
期

シ
テ
犯

シ
タ

ル
情
状

ア

ル
モ
ノ
ノ
如
キ
之

ヲ
適
用

ス
ル
ノ
限

二

斐

」

と
し

て

馳

・
も
ち

ろ
ん
、
必
要

的
減
軽

か
ら
任
意

的
減
軽

へ
の
改

正
罷

は
、
犯

罪

一
般

に

つ
い
て
述

べ
ら

れ
た
も

の
で
あ

っ

た
・

し
か
し
、
謀
殺

・
故
殺

犯

の
増
大

へ
の
懸
念
も
、

こ
れ
に
よ

っ
て
解

消

で
き
る

こ
と
は

い
う

ま

で
も
な

い
で
あ

ろ
う
。

前
者

の
罪

の
重

大
性

へ
の
配
慮

に

つ
い
て
は
、
自
首

減
軽

の
根
拠

を
政
策
目
的

に
求

め
る
こ
と
に
よ

っ
て
、

こ
れ
を
考
慮
す

る
ま
で
も

な

い
と
し
た
も

の
と
思
わ

れ
る
。
自
首
減
軽

の
根
拠

が
政
策
目
的

に
あ

る

こ
と
を
明
確

に
す

る
と
き

に
は
、

罪
の
重
大
性
を
考
慮
す

る
必

要

は
な
く
な
る
か
ら
で
あ

る
。
自
首

減
軽

の
根
拠

に

つ
い
て
は
、
第

一
六
回
帝
国
議
会

.
貴
族
院
刑
法
改

正
特
別
委
貝
会

に
お

い
て
、
政
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府
委
暴

「藷

騒

由

ハ
犯
罪
ノ
鍵

ヲ
容
易
士

フ
シ
ム
ル
目
的

二
出
テ
タ
積
リ
テ
ア
リ

マ
ス
」
と
し
、
そ
れ
が
政
讐

的
に
あ
る
こ

賎
瑚鯉

奮
誕
鎧
弩

凝

鴛
撹騨
鐸
観
騨
訴
濫
羅
麺

ル

ハ
有

罪
ヲ
不
問

二
付

シ
無

罪
ヲ
逮
捕

、
盧
罰

ス
ル
ノ
弊
害

ヲ
豫
防

ス
ル

ニ
在

リ
L

と
し
、

ま
た

「
犯
人
喜

ヲ
爲
シ
タ

ル
ト
キ

ハ
以
テ

犯
罪
捜
査

ノ
勢

費
ヲ
省

ク

コ
ト

ヲ
得

ヘ
シ
比

レ
比
規
定

ヲ
要

ス
ル
所
以
ナ
リ
」

と
し

て

い
(遡
・

な
お
、
自
首

減
軽

の
根
拠

が
政
策
目
的

に
あ

る
と
す

る

こ
と

は
、
現
行

刑
法
制
定
当
時

の
学
説

の
ほ

ぼ
共
通

の
認
識

で
も
あ

つ
(旭
・
し

か
し
、

そ

の
後
、
行
為
者

の
改
俊

を

こ
と
さ
ら

に
挙
げ

る
も

の
が
薮

解

予
」
れ
が
最
近

の
学
説

の

一
般
的
傾
向

に
な

っ
て

い
(罷
・
も

つ

と
適
、

い
ず
れ
も
、

こ
れ
が
喜

羅

の
要
件

で
あ

る
こ
と
は
否
舞

る
か
、
あ

る

い
は
積
極
的

に
要
件

と
す

る
こ
と
は
三

.

お
そ
ら

藁

製
鞭

鱗

難
終
爵聲
鋸
継

㌧環

離
駄
購
購

継
雛

に
由
来
す

る
も

の
だ
と
し

て
も
、
現
行
刑
法

の
定

め
る
自
首
減
軽

の
根
拠

が
東

洋

の
律

の
伝
統
そ

の
も

の
に
拘
束
さ
れ
る
も

の
で
あ
る
か

否

か
に

つ
い
て
は
、
検
討

の
余
地

が
あ

る
よ
、つ
に
思

わ
れ
る
.
行
為
者

の
改
俊

を
喜

減
軽

の
根
拠

と
し
た
場
合

に
は
・
何

ゆ
え

に
そ
れ

が
酌
量
減
軽

で
は
穿

、
法
律
上

の
減
軽

と
し
て

の
自
首
減
軽

で
な
け

れ
ば
な
ら
な

い
の
か
と

い
う

問
題
を
生

じ
さ
せ
る
こ
と
に
も
墾

・

X59

(-
)書

調
譜

藷

碧

藪

蓼

嚢

ダ
甥
讐

肇

護

掻

二謂

肥
理

案
参
考
書
六
。
頁
以
下

明
治
三
五
年
A
案
参
考

(2
)

早
稲
田
大
学
鶴
田
文
書
研
究
会
編

『
呆

刑
法
草
案
会
馨

記
箏

分
冊
』
二
六
七
頁

(早
蕾

大
学
出
版
部
ご

九
七
六
)・

(3
)

こ
れ
は
、
喜

を
刑
の
全
免
と
す
る
こ
と
の
当
否
を
め
ぐ
る
議
論
か
ら
始
め
ら
れ
た
.
ボ
ア
ソ
†

ド
は
、
「曽
テ
呆

ノ
刑
法

言

首
律
ア
ル
コ
ト
ヲ
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聞

ケ
リ

之

レ

ハ
最

モ
良
法

ナ
リ
」
、

「
自
首

ヲ
以

テ
其

罪
ヲ
宥

ル
ス
ノ
原

則

ハ
最
良
法
ナ
リ
ト

ス
」
と
し

て
、
自
首
制
度

を
高

く
評
価

し
な
が
ら
も
、

「
然

シ
鯨
リ
進

ミ
過
キ

タ

ル
法
律

ナ
リ
ト
考

ヘ
リ
」
と
し
、
刑

の
全

免

に
強
く
反
対

し
た

(早
稲

田
大
学
鶴

田
文
書
研
究
会

編

.
前

掲
注

(
2
)
二
六
四
頁
)
。
盗

罪

の
場
合

に
の
み
刑

の
全
免
を
認

め
る
と

い
う
妥

協
を
し

た

こ
と
も
あ

る
が
、
結
局
、

「
之

ヲ
全
免

ス
ル

ハ
宜

シ
カ
ラ

ス
」

と
し
、
「
其
刑

ヲ
四
等

二
分
チ

テ
減
軽

ス

ヘ
シ
」
と
す

る
主

張
を
貫

い
た

(同

二
六
六
頁
)
。

そ
し

て
、

こ

の
刑

の
減
軽

と
し

た
こ
と

に
関
連
し

て
、

あ
ら
た
め
て
犯
罪

一
般

に
こ
れ
を
広

め
る

こ
と
を
主

張
し

た

の
で
あ

る
。
「
自
首

ヲ
以

テ
減
等

ス
ル
ノ
法

ヲ
立

ツ
ル
以
上

ハ
盗
罪
而
己

二
限

ラ

ス
仮
令
其

罪
ヲ
償

フ

コ
ト
能

ハ
サ

ル
モ
ノ

ニ
テ

モ

裁
判
所

ニ
テ
未
タ
其
犯
人
ノ
何
人
タ

ル
ヲ
知
ラ
サ
ル
以
前

二
自
蔓

ル
時

ハ
社
會

ノ
為

二
大
便
益
ヲ
得

ル
ニ
付
之
ヲ
減
等
ス

ヘ
キ
モ
ノ
ト

ス
」
と
し
、
謀

殺

に

つ
い
て
も
、

「
必

ス

一
等
ヲ
軽
減

ス

ル
コ
ト

・
為

ス

ヘ
キ
ナ

リ
」

と
し
た

の
で
あ

る

(同

二
六
七
頁
)
。

(
4
)

早

稲
田
大
学
鶴

田
文
書

研
究
会

編

・
前

掲
注

(2
)
二
六
八
頁
。

(
5
)

早
稲
田
大
学
鶴

田
文
書

研
究
会
編

・
前

掲
注

(2
)
二
六
九
頁
。

(6
)

も

っ
と
も
・
「親
殺
ノ
罪
丈
ケ

ハ
取
除
ヒ
ア
喜

ヲ
以
テ
軽
減
セ
サ

ル
ヘ
シ
」
と
し
て
い
る

(早
稲
田
大
学
鶴
田
文
書
研
究
会
編

.
前
掲
注

(2
三

六
八

頁
)
・

天

七
七
年

(明
塗

o
年
)

・
日
本
刑
法
草
案
四
〇
七
条
参
照

(右
草
案
に
つ
い
て
は
、
早
稲
田
大
学
鶴
田
文
書
研
究
会
編

冒

本
刑
法
蘂

ム玉

議
筆
記
第
W
分
冊
』
(早
稲
田
大
学
出
版
部
、

一
九
七
七
)
参
照
)
。

(7
)

ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
嚢

旦

兀
老
院
訳
述

『刑
法
草
按
注
解
上
』
吉
井
蒼
美

誌

田
正
鞍

倉
修
編
葦

刑
法
羨

注
解
上
L
[呆

立
法
資
料
全
集
8
]

(信
山
社
・

一
九
九
二
)
第
二
部
二
七
〇
頁
以
下
。
「或

ハ
云
フ
自
蔓

ル
者
ヲ
宥
恕
ス
ル
ハ
前
非
ヲ
悔
ヒ
タ
リ
ト
ノ
意

二
出

ツ
ル
ナ
リ
ト
此
説
甚
タ
謬

レ

リ
」
・
「余
思

三

其
理
由

ハ
社
會
ノ
ニ
大
危
難
ヲ
避
ク
カ
為
メ
ナ
ル
ノ
ミ
」、
「犯
人
罰
ヲ
免

ル

・
ノ
患
ヲ
妨
グ
彗

ナ
リ
若
シ
犯
人
罪
ヲ
免

ル
レ
バ
法
律

効

ナ
ク

シ
テ
良
民
畏
催

ス
ベ
シ
」
、
「
犯
人
刑
ヲ
逃

レ
テ
無
享
者

冤

ヲ
受

ク

ル
ノ
患

ヲ
防
グ
其

ニ
ナ
リ
犯
人
刑
ヲ
逃

レ
テ
無
享
者
冤

ヲ
受
ク

ル

ハ
文

明
國

ノ

最
大
不
幸
ト
云

ハ
ザ

ル
得

ズ
」
、

「
然
リ
而

シ
テ
犯
人
自
首

シ
テ
縛

二
就

カ
バ

一
ハ
良

民
ノ
心

ヲ
安

ン
ジ
ニ

ハ
裁
判

ノ
誤
謬
ヲ
妨
グ

ヲ
得

ン
」
。

(8
)

刑
法
再
訂
本
第

編

八
七
条
、
刑
法
草
案
修
正
稿
本
八
四
条

刑
馨

査
修
正
第
二
稿
八
五
条
、
刑
法
審
査
修
正
案
八
五
条

(右
諸
草
案
に
つ
い
て
は
、

早
稲
田
大
学
鶴
田
文
書
研
究
会
編

『刑
法
審
査
修
正
関
係
諸
案
』

(早
稲
田
大
学
比
較
法
研
究
所
、

冗

八
四
)
参
照
).
そ
の
修
正
は
、

天

七
八
年

(明

治

一
一
年
)
の
大
久
保
利
通
暗
殺
事
件
に
関
す
る
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
意
見
書
を
契
機
と
し
た
も
の
で
あ

っ
た
と
さ
れ
て
い
る

(浅
古
弘

「刑
法
草
案
審
査

局
小
考
」
早
法
五
七
巻
三
号
三
九
五
頁

(
一
九
八
二
)
)。
そ
の

「刑
法
再
訂
本
第

一
編
」
作
成
と
の
関
連
性
に
つ
い
て
、
矢
野
裕
子

「
旧
刑
法
に
置
け
る

自
首
条

の
成
立
」
早
稲
田
大
学
大
学
院
法
研
論
集
五
七
号

一
二
〇
頁
以
下

(
一
九
九

一
)。

(9
)

早
稲
田
大
学
鶴

田
文
書
研
究
会
編

・
前
掲
注
(2
)
二
六
五
頁
、
二
六
九
頁
。
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(
10
)

村

田
保

『
刑
法
註
繹
巻

二
』
三
三
丁
以
下

(内

田
正
栄
堂
、

一
八
八
〇
)
。

さ
ら

に
、
太

田
津
郎

『刑
法
義

解
二
』
三

一
丁

(華
井
、

一
入
入

一
)
、

立

野
胤
政
編
輯

『
刑
法
註
解

』

一
〇

一
頁

(東
京
書
林

、

一
八
八

二
)
、

田
中
宗

雄

『
驚

頭
刑
法
註

繹
』

三
〇
丁

(四
書
堂
、

一
八
八

二
)
。

(
11
)

宮
城
浩
藏

・
前
掲

「
一
」
注

(
3
)
六

一
四
頁
以
下

(な
お
、
後
掲
注

(
21
)
参
照
)
。

さ
ら
に
、
富

井
政
章

『
訂

正
再

版
刑
法
論

綱
』
三
〇
七
頁

(岡
島
書

店
、

一
八
九
三
)
、
亀
山
貞
義

『
刑
法
講
義
巻

之

一
』
三

五
三
頁

(講
法
会

、
刊
年
不
詳
)
。
な
お
、

こ
れ

と
罪

の
重
大
性

と
を
並
列
的

に
挙
げ
る
も

の
と

し

て
、
高
木
豊
三

『刑
法
義

解
二
』

二
二
四

頁

(博
聞
社
、

一
八
八
〇
)
、
宮

城
浩
藏

『
刑
法
講
義
第

一
巻
』

五
四
五
頁
以
下

(明
法
堂
、

一
八
八
七
)
。

(
12
)

ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
著

11
森
順
正
他
訳

『
刑
法
草
案

註
繹
上
巻
』

三
八
六
頁

(
司
法
省
、

刊
年
不
詳
)
。

(13
)

堀

田
正
忠

『
刑
法
繹
義

』
六
九
八

頁
以
下

(警
視
鷹
蔵

版
、

一
入
八
四
)
、
岡

田
朝
太
郎

『
日
本

刑
法
論
完

』
六
五
三
頁
以

下

(有
斐
閣
書
房
、
訂

正
増

補
三
版
、

一
八
九
五
)
、
古

賀
簾
造

『
刑
法
新

論
』

五
入
九

頁

(東
華
堂
、

一
八
九
九
)
。

な
お
、
旧
刑
法
が
故
殺

の
罪
を
自
首
減
軽

か
ら
除
外
す

る
こ
と

を
批
判
す

る
も

の
と
し

て
、
林
正
太
郎

『
日
本
刑
法
博
議
』
四

一
四
頁

以
下

(
日
本
書
籍
、

一
八
八
九
)
。

さ
ら

に
、

一
定

の
条
件
を
付
し

た
う
え

で
、
謀

殺

・
故
殺

の
罪
に

つ
い
て
も
自
首
減
軽
を

認
め
る

べ
し

と
す

る
。

(14
)

そ
の
ほ
か
、

旧
刑
法

が

「
罪

ヲ
犯

シ
事
未

タ
発
畳

セ
サ

ル
前

二
於
テ
官

二
自
首

シ
タ

ル
者

」
と
定
め

て
い
た
の
を

「
罪
ヲ
犯
シ
未

タ
官

二
発
畳

セ
サ

ル

前

二
於

テ
自
首

シ
タ

ル
者
」
と
改
め

て

い
る
。

こ
れ
に

つ
い
て
は
、

「
自
己
以
外

ノ
者

二
其

犯
罪

ノ
発
覧

セ
シ
片

ハ
未
タ
官

二
発
覧

セ
サ

ル
モ
減
輕

ノ
限
リ

ニ
非

ス
ト
ノ
解

繹
ヲ
爲

ス
ノ
止

ム
ヲ
得

サ

ル

ニ
至
」
る
が
、
「
自

首
減
輕

ノ
制
度

ヲ
設

ケ
タ

ル
所
以

ハ
主

ト

シ
テ
犯

罪
捜
査
手
績
ト
費
用
ト

ヲ
省
暑

ス
ル
ノ

利
便

ヲ
計

リ
公
盆
上
設

ケ
タ

ル
者
ナ

レ

ハ
他

人

ノ
之

ヲ
知

ル
ト
否
ト

ニ
關

セ

ス
官

二
発
畳

セ
サ

ル
以
前

二
自
首

ス
ル
ト
キ

ハ
即
チ
之

力
制
度

ヲ
設

ケ
タ

ル

ノ
旨
趣
ヲ
貫
徹

ス

ル
ヲ
得

ヘ
キ
ヲ
以
テ
改

正
按

ハ
之

ヲ
改

正
」

し
た
と
さ
れ

て

い
る
。

明
治
三
〇
年
案
解

説
書

一
七
四
頁
。

(
15
)

明
治
三
三
年
案
参
考
書

五

一
九

頁
。

(
16
)

明
治
三
三
年
案

に

つ
い
て

の
理
由

が
明
治
三
四
年
案

に

つ
い
て
も
繰
り
返

さ
れ
、

こ
れ
に
文
言
上

の
修
正
を
し

た
に
す
ぎ
な

い
も

の
が
各
草
案

の
理
由

と
さ
れ

て

い
く

こ
と
に
な
る
。

明
治
三
四
年
案
参
考
書
九

〇
頁
、
明
治
三
五
年

A
案
参

考
書
六
六
頁
、
明
治
三
五
年
B
案
参
考
書
六
五
頁
、

明
治
四
〇
年

案
理
由
書

二

一
四

六
頁
。

(
17
)

磯
部
四
郎

『改

正
刑
法
正
解
』

八
九
頁

(六
合
館
、

一
九
〇
七
)
。

(
18
)

高
橋
治
俊

H
小

谷
二
郎

共
編

『
刑
法
沿
革
綜
覧
』

八
九

九
頁
以
下
所
収

(清
水
書
店

、

一
九
二
一二
。

松
尾
浩
也
増
補
解
題
復
刻
版

(信
山
社
、

一
九
九

〇
)
)
。

(
19
)

明
治
三
〇
年
案
解

説
書

一
七
四
頁
。
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(20
)

磯
部

・
前

掲
注

(
17
)
八

七
頁
。

(21
)

小
疇

伝

『
改

正
日
本
刑
法

論
聰
則
』

=

二
頁

(清
水
書
店

、

一
九
〇
八
)
、
彦
坂
秀

『
新
刑
法
要
説
』

一
九

六
頁

く金
港

堂
、

一
九

〇
八
)
・
さ
ら
に
・

勝
本
勘

三
郎

『
刑
法

要
論
聰
則
』
五

八
五
頁
以
下

(有
斐

閣
書
房
、

一
九

=
二
)
、
大
場
茂

馬

『刑
法

聰
論
』

=
二
四
三
頁

(中
央
大
学
・

一
九
二
二
)
・

旧
刑
法

に
お
け

る
自
首
減
軽

の
根
拠

に

つ
い
て
も
、
こ
れ
を
政
策

目
的

に
求

め
る

の
が

一
般
的

で
あ

っ
た

(宮
城

・
前
掲
注

(
11
)
五
四

「
頁
以
下
・
林

・

前

掲
注

(
31
)
四

〇
入
頁

以
下
、
富
井

.
前

掲
注

(
n
三

〇
五
頁
以
下
、
岡
甲

前

謹

(
招
)
六
三
八
頁
以

下
、
亀

山

・
前

掲
注

(
n
三

五
〇
頁
・
古
賀

・
前

掲
注

(
13
)
五
九
三
頁
)
。
犯
人

の
悔
悟

の
情

を
挙
げ

る
も

の
も
あ

っ
た
が

(村

田

・
前

掲
注

(10
)
三
三
丁
、
高
木
豊

ご
丁

前

掲
注

(
11
)
二
二
〇
頁
・

田
中

・

前
掲

注

(
10
)
三
〇
丁
、
立
野

.
前
掲
注

(
10
)
一
〇
〇

頁
)
、
自
首
す

る
者

が
必
ず

し
も
悔
悟
し

た
者

と
は
考
え
ら

れ
な

い
こ
と
、
明
文
上
、
悔
悟

が
要
件

と

さ
れ
て

い
な

い
こ
と
を
理
由

と
し
て
、
否
定
さ

れ
て

い
た
。

な

お
、
自
首

減
軽

の
根
拠
を
政
策

目
的

に
あ

る
と
し

た
う

え

で
、

こ
の
制
度
じ

た

い
を
非
難
す

る
も

の
と
し

て
、
宮
城

・
前
掲

「
こ

注

(3
)
六

「
○

頁
以
下
。

(
22
)

例
え
ば
、
泉

二
新
熊

『
日
本
刑
法
論
総
論
』
入

二
三
頁

(有
斐
閣
、

一
九

二
四
)
、
小
野
清

一
郎

『刑
法

講
義
全
』
二
七
〇
頁
以
下

(有

斐
閣
・

一
九
三

二
)
。

(23
)

例
え

ば
、

団
藤
重
光

『刑
法

網
要

総
論
』
五

二
五
頁

(創

文
社
、
第

三
版
、

一
九
九
〇
)
、
福

田
平

『
全
訂
刑
法
総
論
』
三

一
六
頁

(有
斐
閣
・
増
補
版

一
九
九

二
年
)
、
大
塚
仁

『刑
法

概
説

(総
論
)
』
四
七
九

頁

(有
斐

閣
、
訂

正
増
補

版
、

一
九
九

二
)
。

(
24
)

前
出
注

(
22
)
。

さ
ら
に
、

田
宮
裕

『
注
釈

刑
法
2

の
n
』

[団
籐
重
光
編
]

四
三
八
頁
以
下

(有

斐
閣
、

一
九

六
九
)
。

(25
)

昭
和
四
九
年

.
改
正
刑
法
草
案
四
九
奎

項
は
、
発
覚
後

の
自
首
減
軽
を
も
規
定
す
る
.
「発
覚
前
の
自
首
と
発
覚
後
の
自
首
と
で
は
・
犯
人
の
悔
悟

と

い
う
点
で
も
検
挙

の
必
要
と
い
・つ
点
で
も
そ
れ
ほ
ど
の
違

い
が
な
≦

な
ど
と
さ
れ
て
い
る

(法
務
省
刑
事
局
編

『法
制
審
議
会

改
正
刑
肇

案
の
解

説
』
九
六
頁

(大
蔵
省
印
刷
局
、

一
九
七
五
)
)。
「自
首
と
い
う
行
為
に
あ
ら
わ
れ
る
犯
人
の
悔
悟
と
い
う
点
」
が
考
慮
さ
れ
た
の
で
あ
る

(法
制
審
議
会

刑
事
法
特
別
部
会
第
二
小
委
員
会
議
事
要
録

(三
)
二
七
六
頁
、
法
制
審
議
会
刑
事
法
特
別
部
会

『改
正
刑
法
草
案
附
同
説
明
書
』

=
二
〇
頁

(法
曹
会
・

一
九
七
二
)
)。
し
か
し
、
発
覚
後

の
自
首
減
軽
を
規
定
し
た
改
正
刑
法
準
備
草
案
五
〇
条

一
項
に
つ
い
て
は
、
「特
に
犯
罪
捜
査
を
容
易
に
す
る

と
い
う
政

策
的
な
理
由
」
が
強
調
さ
れ
て
い
た

(刑
法
改
正
準
備
会

『改
正
刑
法
準
備
草
案
附
同
理
由
書
』

=

一入
頁

(大
蔵
省
印
刷
局
・

一
九
六

一
)
)・

(%
)

改
竣
の
情
を
中
核
に
す
え
て
喜

の
効
力
を
理
解
す
る
こ
と
に
対
す
る
批
判
と
し
て
、
奮

雅
童

刑
法
四
二
奎

項
の
自
募

適
用
さ
れ
た
事
例
L

ジ

ュ
リ
八
六

二
号

一
五

一
頁

(
一
九

八
六
)
。



{163)
現行 「自首 ・首服」規定の成立過程163

三

財
産
犯
に
関
す
る
特
例
の
不
採
用

旧
刑
法

は
・
財
産

犯

に
関

す

る
自
首
減

軽

の
特
例
を
定

め
、
財
産

犯
が

百

首

シ
テ
其
賊
物

ヲ
返

還
シ
損

害
ヲ
賠
償

シ
タ
L
と
き
は
、

喜

減
等

に
加

え

て
・
な

お
本
刑

に

三

等

ヲ
減

ス
L
と
し
、

「
其
全
部

ヲ
還
償

セ
ス
ト
讐

半
敷
以
上

ヲ
還
慣

ン
タ
」
場
合

は
、

コ

等

ヲ
減

ス
」
と
し

て

い
た

(八
六
条
)
。

現
行
刑
法

は
、

こ
れ
を
全

面
的

に
削
除
し

た
。

旧
刑
法

の
財
産

犯

に
関
す

る
特
例

は
、

刑
法
草
案
編
纂

会
議

に
お
け

る
ボ
ア

ソ
ナ
ー
ド
と
鶴

田

の
議
論

の
末

に
、
規
定

さ
れ
る

こ
と
に

な

っ
た
も

の
で
あ

る
。
そ

の
立
案

の
過
程

に
お

い
て
は
、
そ

の
よ
う

な
特
例

を
規
定
す

る
こ
と
に

つ
い
て
、
特

に
異
論

は
認

め
ら
れ
な

い
。

当

初

の
議
論

の
中
心

は
、

旧

に
復
す

る

こ
と

の
可
能

な
罪

に
関

す

る
自
首
を
刑

の
全
免

と
す

べ
き
か
否

か
と

い
う

こ
と
に
あ

っ
た
。

ボ
ア

ソ
ナ

ー
ド
は
・
そ

の
全
免

に
は
絶
対
反
対

で
あ

っ
た
。
鶴

田
委

員

が
盗

罪
を
犯
し

た
者

が
悔

悟
し

て
自
首
し
、
そ

の
償

環
を
行

っ
た
場
合
、

全
免

す

る
こ
と
が
可
能

で
あ

る
と
・王
張
し

た

の
に
対

し
、
ボ
ア
ソ
†

ド
は
、
「
仮
令
其
墾

ロ
ヲ
償

フ
ト
讐

被

害
者

三
ア
巳

二
受

ケ
タ

ル

損
害

ノ
幾
分

カ

バ
到
底
免

レ
サ

ル
モ
ノ
」
で
駈

、

「
其
盗

マ
レ
タ

ル
時
間
中

ハ
事
主

ニ
テ
目
前

ノ
都
合

ヲ
欠
キ
多
少

ノ
不
便
利

ヲ
圭

ル

モ
ノ

ニ
テ
…
…
其
不
便
利

ヲ
生

シ
タ

ル
丈

ケ

ハ
之
ヲ
罰

セ
サ

ル
可

カ
ラ
サ

ル
」
も

の
と
し
て
、

「
之

ヲ
全
免

ス
ル

ハ
必

ス
不
可
ナ

ル
モ
ノ
ト

ス
」

と
主
張

捻

・
自

草

駐
物
魑

に

つ
い
て
、
鶴

田
委
員

が
籍

の
情
を
強
調
し

た

の
に
対
し
、

ボ
ア

ソ
†

ド
は
、
客
観
的
な
損

害

の
発
生

に
菅

し

て
全
免

に
反
対
、
減
軽

に
止

め
る
べ
き

で
あ

る
と
し

た

の
で
あ

る
.
こ

の
減
軽

と
す

べ
き

で
あ

る
と
す

る

こ
と
か
ら
、

こ
れ
を

旧
に
復
す

る

こ
と

の
可
能

な
罪

の
場
合

に
限
定
す

る
必
要

は
な

い
と
す

る
主

張

が
あ
ら

た
め
て
展
開

さ
れ
る
.
芝

に
な

っ
た
の
で

臥
疑
。

そ
し
て
・

こ
の
自
首
減
軽

の
罪

の
対
象

を

一
般
化

し
よ
う

と
し

た
こ
と
に
関
連
し

て
、
謀
殺

等

の
罪
と
盗

罪
等

の
罪

の
場
合

の
均

衝
を
籍

す
る
た
め
に
・
減
軽
の
程
度
に
差
を
設
け
る
こ
と
に
し
た
の
で
蒙

.
喜

そ
の
も
の
に
期
待
さ
れ
る
政
策
目
的
の
ほ
か
蘇

賠
物
返
還

●
損
害
賠
償

の
も
た
ら
す

政
策
目
的

が
考
慮

さ
れ

た

こ
と
に
な
る
。
そ

こ
に
お
け

る
議
論

が
日
本

刑
法
草
案
九

七
条

に
結
実
し
、
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(
6

)

そ
れ

が
旧
刑
法
八

六
条

の
基
本

的
方
向
を
形
成

し
て

い

っ
た

の
で
あ
る
。
し

か
し
、
刑
法

草
案
審
査
局

の
審
査
を
経

て
、

旧
刑
法

が
自
首

減
軽

の
対
象

か
ら
謀
殺

・
故
殺

の
罪
を
除
外

し
た
た

め
、

こ
の
ボ
ア

ソ
ナ
ー

ド

の
財
産
犯

の
特
例

に
関
す

る
主
張

の
前
提

は
考
慮

さ
れ
な

い
ま

ま
、

そ

の
結
論

だ
け

が
残

っ
た

こ
と

に
な

る
。

こ
の
旧
刑
法
八
六
条

に

つ
い
て
は
、
学
説
も
、
こ
れ
を
賠
物
返

還

・
損
害

賠
償
を
速

や
か

に
行

わ
せ
る

こ
と

に
よ
る
実
害
発
生

の
阻
止

.

(
7

)

減

少

と

い
う
政
策
目
的

か
ら

理
解
す

る

の
が

一
般

で
あ

っ
た
。

し
か
し
、

立
法
論

と
し

て
は
、

こ
の
規
定

を
積

極
的

に
評
価
す

る
も

の
は

少
難

む
し
ろ
・
そ
れ
が
貧
富
の
差
に
よ
る
不
権
衡
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
施

二

個
人
の
私
益
を
保
護
す
る
も
の
で
あ
犠

刑

(
10

)

法

の
性
質

に
惇
戻
す

る
と
か
、
実
際
上
奇
怪

な
結

果

が
生

じ
る

こ
と
に
な

る
な

ど
と
す

る
批
判
的
見
解

の
展
開

さ
れ

て

い
た

こ
と
が
注
目

さ
れ
る
。
確

か
に
、
例

え
ば
、
「
金
五
十

圓
ヲ
騒

取

シ
官

二
自
首

シ
タ

ル
者

ハ
本
刑

二

一
等

ヲ
減

シ
テ
四
十
五

日
以
上
三
年
以
下

ノ
重
禁
鋼

二
虚

セ
ラ

ル

・
」
の
に
対

し
、
「
金
千

圓
ヲ
箱

取

シ
自
首

シ
テ
六
百

圓
ヲ
被
害
者

二
償
還

シ
タ

ル
者

ハ
本
刑

二
二
等

ヲ
減

シ
テ

一
月
以
上

二

年

以
下

ノ
重
禁
銅

二
庭

セ
ラ

レ
」
、

「
五
十
圓

ヲ
得

タ

ル
者

ノ
刑

四
百
圓
ヲ
得

タ

ル
者

ノ
刑

ヨ
リ

モ
却

テ
重

キ

ニ
至

ル
」
こ
と

に
な

る

の
は
、

(
11

)

処
断
刑
上

の
権
衡
を
失
す

る
と

い
わ
ざ

る
を
得

な

い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う

な
状
況

に
対
応
す

る

か
の
よ
う

に
、

明
治

二
三
年
案

は
、

は
や
く
も
財
産

犯
人

の
自
首

に
関
す

る
特
例

規
定

を
削

除
し

て
い

る

(八
〇
条

一
項
)。
旧
刑
法

に
よ

る
と
、
自
首
し

た
財
産

犯
人

が
た
だ
ち

に
貯
物

返
還

・
損
害
賠
償
し

た
場
合

は
、
本

刑
か
ら
二
等
又
は
三

等
を

減
ぜ
ら
れ
、

こ
れ

に
対

し
て
、
被
害
者

の
請
求

に
よ
り
鮭
物
返
還

・
損
害
賠
償

し
た
場

合

に
は
、
単

に

一
等

だ
け
減

ぜ
ら
れ
る

に
す

ぎ
な

い
が
、
「
被
害
者

二
於

テ

ハ
其
何

レ
ノ
場
合

二
於

テ

モ
既

二
賊
物

ヲ
取

還

シ
損
害

ノ
賠
償

ヲ
受

ケ
タ

ル
上

ハ
何
等

ノ
損
害

モ
之
ナ

カ

ル

(
12

)

ヘ
シ
要

ス
ル

ニ
是
等
私
益
上

ノ
事

二
由
リ
刑
罰

二
影
響

ヲ
波
及

セ
シ

ム
ル

ハ
不
當

ノ
規
定
ナ

ル
」

と

い
う
理
由

に
よ

る
も

の
で
あ

っ
た
。

し

か
し
、

旧
刑
法

の
意

図
す

る
も

の
が
速

や
か
な
駐
物
返
還

・
損
害
賠

償

に
よ

る
実
害
発
生

の
阻
止

.
減
少

に
あ

っ
た
と
す

れ
ば
、

こ
の

理
由

は
や
や
表
面
的

に
す

ぎ

る
よ
う

に
も
思

わ
れ

る
。



し

か

し
、

い
ず

れ

に

せ
よ

、

そ

の
後

の
草

案

も

そ

の
よ

う

な

特

例

を

も

つ
こ

と

は
な

く

、

現

行

刑

法

へ
と
至

っ
た
。

そ

の
理

由

書

は
、

㎜

「損
害
ヲ
賠
償
ス
ル
程
度

二
從
テ
減
等
ノ
度
ヲ
異

ニ
ス
ル
如
キ

ハ
其
規
定
細
微

二
過
キ
塁

ロヲ
生
ス
ル
虞
ア
リ
」
と
指
壇

こ
れ
を
改
め

た
と
し
て
転
響

旧
刑
法
に
対
す
る
批
判
的
見
解
の
指
摘
し
て
い
た
処
断
刑
上
の
権
衡
問
題
な
ど
が
考
慮
さ
れ
た
の
で
あ
う

先

現行 「自首 ・首服」規定の成立過程Iss

(1
)

早
稲

田
大
学
鶴

田
文
書

研
究
会
編

・
前

掲

「
二
」
注

(2
)
二
六
六
頁
。

(2
)

早
稲

田
大
学
鶴

田
文
書

研
究
会
編

・
前
掲

「
二
」
注

(
2
)
二
六
七
頁
。

(
3
)

前
述
、

「
二
」
注

(
3
)
参

照
。

(
4
)

早
稲

田
大
学
鶴

田
文
書
研
究
会
編

・
前
掲

「
二
」
注

(
2
)
二
六
八
頁
。

(
5
)

そ
れ
ま

で
の
経
緯

と
し

て
、
刑
法
草
按
第

一
稿
入
三
条
、
刑
法
草
按
第

二
稿

九
七
条

(各

草
案
に

つ
い
て
は
、
早
稲
田
大
学
鶴

田
文
書

研
究
会
編

.
前

掲

「
二
」
注

(6
)
)
。

(6
)

そ
れ
ま
で

の
経
緯

と
し
て
、

刑
法

再
訂
本
第

一
編
八
八
条
、

刑
法
草
案
修

正
稿
本
八
五
条

、
刑
法
審
査
修
正
第

二
稿
入
六
条
、
刑
法
審
査
修
正
案

二

稿
八

六
条

(各
草
案

に

つ
い
て
は
、
早
稲

田
大
学
鶴

田
文
書

研
究
会
編

・
前

掲

「
二
」
注

(8
)
)
。

(
7
)

亀

山

・
前

掲

「
二
」
注

(
11
)
三
五
四
頁
。

さ
ら

に
、

立
野

・
前
掲

「
二
」
注

(10
)
二
〇

一
頁
、
宮
城

.
前
掲

「
二
」
注

(
11
)
五
四
六
頁
、
岡
田

.
前
掲

「
二
」
注

(13
)
六
五

六
頁
。

な
お
、
太

田

・
前
掲

「
二
」
注

(
10
)
三
二
丁
、
高

木

.
前

掲

「
二
」
注

(
11
)
二
二
四
頁
。

(8
)

「
法

理

二
適

シ
タ

ル
規
定

」
と
す

る
も

の
と
し

て
、
亀

山

・
前

掲

「
二
」
注

(
11
)
三
五
四
頁
。

(9
)

宮
城

・
前
掲

コ

」
注

(3
)
六

一
六
頁

以
下
。

自
首
制
度

に

一
般
的

に
批

判
的
で
あ

る
が
、

こ

の
規
定

の
不
都
合
を
指
摘
す

る
こ
と

に
よ
り
、
益

々
こ

れ
を
非
難
す

る
。

(
10
)

こ
の
規
定

の
削

除
を
求

め
る
も

の
と
し

て
、
堀

田

・
前
掲

「
二
」

注

(
13
)
七
〇
〇
頁
以
下
。

(
11
)

堀
田

・
前
掲

注

(
10
)
。

(
12
)

明
治
二
三
年
案

説
明
書

三
八
頁
。

(
13
)

明
治
四
〇
年
案
理
由
書
二

一
四
六
頁
。
さ
ら

に
、

明
治

三
三
年
案

参
考
書
五

一
九
頁
、
明
治
三
四
年
案
参
考
書

九
〇
頁
、
明
治
三
五
年

A
案
参
考
書
六



六
頁
、
明
治
三
五
年
B
案
参
考
書
六
五
頁
。
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旧
刑
法

は
、
財
産

犯
に

つ
い
て
被
害
者

に
首

服
し

た
場
合

を
喜

と
同
じ
さ

フ
に
処
断
す

る
と
し

て

い
た

(

(1
)

八
七
条
)・

こ
れ

に
対
し
て
・

刑
法

四
二
条

二
項

は
、
親
告

罪

に

つ
い
て
告
訴
権
者

に
首
服
し

た
場

合
を
自
首
と
同
じ
効
力

を
も

つ
も

の
と
し

た
。

旧
刑
法

が
財
産
犯
に

つ
い
て

の
被
害
者

へ
の
首
服

の
み
を
規
定

し

た

の
は
、

お
そ
ら
く
す

で
に
自
首
-

粧
物
返
還

・
損
害
賠
償

に
基
づ
く
特

別
減
軽
を
規
定
し

て

い
た

こ
と
に
関
連
す

る
も

の
と
思

わ
れ
る
。

こ

の
こ
と
は
、
財
産
犯

に
関
す

る
旧
刑
法
八
六
条

の

「
規
則

ヲ
設
ケ
タ

ル
カ
故

二
之
ヲ
設

ケ
タ

ル

ニ
シ
テ
他

二
充

分

ア

ル
理
由
ナ

カ

ル

ヘ
シ
」

と
す

る
も

の
が

い
た

こ
と
か
舘

理
解

さ
れ

る
こ
と
で
あ

る
・
ま

た
・
財
産
犯
人

が

「
賊
物

ヲ
還
給

シ
損
害

ヲ
賠
償

ス

ル

ハ
官

二
自

首

ス
ル
場
合

二
限
ラ

ス
寧

ロ
實
際

二
於

テ

ハ
被

害
者

二
封

シ
直
接

二
之

ヲ
爲

ス
コ
ト
多

キ

ニ
居

フ
ン
因
一ア
被

害
者

二
首
服

シ
錯

ヲ
爲

シ
タ

ル
場
合

二
砂

ア
モ
伍

ホ
此
特
別

ノ
減
輕

ヲ
與

フ
ル

コ
t

爲

シ
タ
リ
」
と
す

る

の
戦

こ
れ
と
同

じ
趣
旨

を
示
す
も

の
で
あ

ろ
う
。

そ
う

だ
と
す

る
と
、
財
産
犯

に
関
す

る
特
例

を
規
定
し
な

い
こ
と
に
し

た
現
行
刑
法

に
は
・

旧
刑
法

の
よ
う

な
首

服
規
定

を
置
く
理
由

は
な
く
な

っ
た
と

い
え
よ
う

。

し

か
し
、

そ

の
改

正
-

現
行
刑
法

の
立
案

過
程

に
お

い
て
は
、
首

服
規

定
を
全
面
的

に
廃
止
す

る

の
で
は
な

く
、
自
首

と
同
じ
実
質
を

有
す

る
首
服

に
関
す

る
規
定

を
設
け
る
方
向

が
採

ら
れ
る

こ
と
に
な

っ
た
。
す

で
に
、
明
治

二
三
年
案

は
、
「
被
害
者

ノ
告
訴

ヲ
待

テ
訴
追

ス
可
キ
罪

二
付

テ

ハ
犯
人
其
被
害
者

二
首
服

シ
且
官

ノ
庭

分

ヲ
待

ツ
ヲ
以

テ
自
首

ノ
効

ア
リ
ト

ス
」
と
規
定

し

て

い
た

(八
〇
条
二
項
)
・
親

告

罪
に
関
す

る
首
服
規
定

で
あ

る
。
親
告

罪

に
お
け

る
告
訴

が
訴

訟
条
件

で
あ

る
と

の
前
提

の
う

え

に
、
被
害
者

へ
の
首
服

が
真
犯
人

の

告
訴
を
容

易
に
し
、
真

犯
人
を
訴
追
す

る

こ
と
を
可
能

と
す

る
か
ら
、
官

に
自
首
す

る

こ
と
と
実
質
的

に
変

わ
る
と

こ
ろ
は
な

い
と
考
え

ら
れ

た
の
で
あ

る
。
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こ

の
よ
う

な
明
治
二
三
年
案

の
首

服
規
定

は
、

現
行
刑
法

へ
向
け

て

の
基
本
的
方
向

を
決
定

し

た
も

の
と
理
解

し
て
良

い
よ
う

に
思

わ

れ
る
。

明
治
二
入
年
案

は
、

明
治

二
一二
年
案

の
要
件

と
し

た

「
且
官

ノ
庭

分

ヲ
待

ツ
ヲ
以

テ
」

を
削

除
し

た
ほ
か
は
、

こ
れ
と

ほ
と
ん
ど

同

じ
内
容

の
も

の
を
規
定

し
、
「
被

害
者

ノ
告
訴

ヲ
待

テ
訴
追

ス
可
キ
罪

二
付

テ

ハ
其
被

害
者

二
首
服

ス
ル
ヲ
以

テ
自
首

ノ
効

ア
リ
ト

ス
」

と
し
た

(五
八
条
)
。

ま
た
、

そ

の
後

の
明
治

三
〇
年
案
、

明
治

三
三
年
案

も
、

こ
れ

に
文
言
上

の
修

正
を
施

し
た

だ
け

で
、

ほ
ぼ
同
じ
体

裁

の
も

の
を
規
定
し

て

い
る

(と
も
に
、
五
七
条
二
項
)。

明
治
三
〇
年
案

に

つ
い
て
は
、

「
元
来
親
告
罪

ハ
他

ノ
犯
罪
ト
異
ナ

リ
直
接
利
害

ノ
関

係

ヲ
有

ス
ル
モ
ノ

ハ
被
害
者

二
存

ス
ル
ヲ
以
テ
此
場

合

ハ
毫

モ
官

二
自
首

シ
タ

ル
ト
異
ナ
ラ
サ

ル
ヲ
以

テ
」
規
定
さ
れ

た
も

の
で
あ

(
4

)

る
と
理
解

さ
れ

て

い
る
。

や
や
不

明
確

な
も

の
も
あ

る
が
、
親
告

罪
に
お
け

る
告
訴

が
訴

訟
条
件

で
あ
る

こ
と
を
前
提

に
し

た
も

の
で
あ

る
.
能

だ
け
は
確

か
で
あ
ろ
、先

明
治

三
三
年
案

の
理
由
書

は
、
端
的

に
、

「
墾

.
罪

ノ
性
篁

頗

ル
適
當
ナ

ル
規
定
ナ

レ

ハ
ナ

リ
」
と
し

て

い
る
。

そ

の
後
、
明
治

三
四
年
案

が
首
服

の
相
手

方
を
被
害
者

か
ら
告
訴
権
者

に
改

め
、
文

言
上

の
整
理
を
し

て
、
「
告
訴

ヲ
待

テ
論

ス
可
キ

罪

二
付

キ
告
訴
権

ヲ
有

ス
ル
者

二
首
服

シ
タ

ル
者
亦

同

シ
」
と
規
定

し
た

(五
四
条
二
項
)
。
そ

の
理
由
書

は
、

「
親
告
罪

ノ
性
質
上
頗

ル
適
當

ナ

ル
規
定
ナ

レ

ハ
ナ

リ
」
と
し

た
、?
え
、

「
而
シ
テ
告
訴
権

ヲ
有

ス
ル
者

二
首
服

シ
タ

ル
者

ヲ
以
テ
官

二
自
首

シ
タ

ル
者

ト
同

一
二
見
倣

ス

(
6

)

ハ
其

間

二
差
別

ヲ
設

ク

ル
ノ
必
要

ア
ラ
サ

レ

ハ
ナ

リ
」
と
し

て

い
る
。

こ
の
明
治
三
四
年
案

は
、

そ

の
ま
ま

明
治

三
五
年
A
案

五
四
条

二

順
"
)
明
治
三
五
年

B
案
五
三
条

二
項
、
明
治
三
九
年
案

四
六
条

二
項
、

明
治

四
・
年
案
四

二
条

二
項

と
な
り
、
現
行
法

と
な

っ
た
も

の
で

あ

る
。

167

(
1
)

旧
刑
法

の
首

服
規
定

は
、
そ

の
成
立
過

程
に
お
け
る

日
本
刑
法
草
案

に
は
、
ま

だ
見
当
ら
な

い
も

の
で
あ

っ
た
。

刑
法
草
案
審
査
局

の
第

一
回
審
査

に

お

い
て
、

こ
の
種

の
規
定

を
お
く
も

の
と
さ

れ
、

刑
法
草
案
修

正
稿
本

が

こ
れ
を
規
定

し

(入
六
条
)
、

刑
法
草
案
修

正
第
二
稿

(八
七
条
)
、
刑
法
審
査
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修
正
案

(八
七
条

)
を
経

て
、

旧
刑
法

へ
至

っ
た
も

の
で
あ

る

(そ
れ
ま

で
の
経
過

に

つ
い
て
、
刑
法
再
訂
本
第

一
編
八
八
条
、

司
法
省

ヨ
リ
廻
送
刑
法

修

正
案
八
六
条

参

照
)
。

な
お
、

日
本

刑
法
草
案
九

六
条

の

い
わ
ゆ
る
自
首
規
定

は

「
自

ラ
官

二
首
服
」

と

い
い
、
同

九
七
条

の
財
産
犯

に
関
す

る
特
例
規
定

は

「
自
首
」
と

い

う

表
現
を
用

い
て

い
た
。

刑
法
草

案
審
査
局

の
第

一
回
審
査

に
お

い
て
、

そ
れ
ぞ
れ

に
対
応
す

る
表

現
が

「
官

二
自
首
」
、

「
自
首
」

に
改
め
ら
れ
た

(刑

法
草
案
修

正
稿
本
八

四
条
、
入

五
条

。
そ
れ

ま

で
の
経
過

に

つ
い
て
、
刑
法
再
訂
本
第

一
編
八
七
条

・
八
八
条

、
司
法
省

ヨ
リ
廻
送
刑
法
修
正
案
八
四
条

・

八
五
条

参
照
)
。

(
2
)

堀
田

・
前

掲

[
二
]
注

(
14
)
七
〇
九
頁
。

旧
刑
法

八
六
条

と
と
も

に
削

除
す

べ
し

と
主
張
す

る
。

(
3
)

亀
山

・
前

掲

[
二
]
注

(
12
)
三
五
八
頁
以

下
。

(
4
)

明
治
三
〇
年
案
解
説
書

一
七

四
頁
以
下
。

(
5
)

明
治
三
三
年
案
参
考
書

五

}
九

頁
。

(
6
)

明
治
三
四
年
案
参
考
書

六

一
頁
。

(
7
)

し
た
が

っ
て
、

明
治
三

四
年
案

に

つ
い
て

の
理
由

が
全
く
同
じ
く
、
あ

る

い
は
文
言
上

の
若
干

の
修

正
を
し

て
繰

り
返
さ
れ
て

い
く

こ
と
に
な
る
。
明

治
三
五
年
A
案

参
考
書
六

七
頁
、

明
治
三
五
年

B
案
参

考
書

六
五
頁
以
下
、

明
治
四
〇
年
案
理
由
書

二

一
四
六
頁
。
さ

ら
に
、

田
中

・
前
出

[
一
]
注

(
1
)

五
三
三
頁
。

む

す

び

(iss)

旧
刑
法

に
対
す

る
現
行
刑
法

の
自
首
規
定

の
特
徴

と
し

て
、
減
軽

の
対
象

と
な
る
罪

の

一
般
化
、
減
軽

の
任
意
性
、
財
産
犯

に
関
す

る

特

例

の
削

除

が
挙
げ
ら

れ
る
。
首

服

に

つ
い
て
は
、

親
告
罪

に

つ
い
て
告
訴
権
者

に
告
知
す

る

こ
と
に
し

た
こ
と
で
あ

る
。
自
首

・
首
服

規
定

は
、
そ

の
内
容
を

㎝
新
し
、

全
面
的

に
改

め
ら
れ
た

こ
と
に
な

る
。

自
首
規
定

の
う

ち
減
軽

の
対
象

と
な

る
罪

の

一
般

化

・
減
軽

の
任
意
性

に

つ
い
て
は
、

明
治
二
入
年
案

に
お

い
て
、

そ

の
基
本
的
方
向

が
確
立
さ
れ

た
。
そ

の
後

の
現
行

刑
法

へ
至

る
各
草
案

は
、
単

に
文
言
上

の
整
理

・
調
整
を
施

し
た
も

の
に
す

ぎ
な

い
。
こ
れ

に
対
し

て
、
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明
治

二
三
年
案

は
、

旧
刑
法
を
基
本
的

に
継
承
し

た
も

の
で
あ

っ
た
。

し
か
し
、
減
軽

の
対
象

と
な
る
罪
を
よ
り
限
定
し

て
お
り
、

現
行

刑
法

に
と

っ
て
は
、

旧
刑
法
以
上

に
逆
行
的
な
も

の
で
あ

っ
た
。

そ

の
意

味

に
お

い
て
、

明
治
二
八
年
案

は
、
現
行
刑
法

の
基
礎

を
な
す

も

の
で
あ
り
、
重
要

な
地
位
を
占

め
る
も

の
で
あ

る
。

財

産
犯

に
関
す

る
特
例

の
削
除

に

つ
い
て
は
、

明
治
二
三
年
案
も
す

で
に
こ
れ
を
実

現
し

て
い
た
。

現
行
刑
法

の
基
礎

が

こ
こ
で
作
ら

(
1

)

れ
た

こ
と

に
な

る
。
全
体
的

に

み
て
、
現
行
刑
法

の
基
本
的
性
格

は
、

明
治

二
入
年
案

以
降
確

立
し
た

と
想
定

さ
れ

る
が
、

そ
う

だ
と
す

れ
ば
、

こ
れ

は
異
例

だ
と

い
う

こ
と
に
な

る
。

し
か
も
、

明
治

二
三
年

案
は
、
自
首
規
定

そ

の
も

の
に

つ
い
て
は
、

旧
刑
法
を
基
本
的

に

継
承
し

た
も

の
で
あ

っ
た
。

そ
れ

に
も

か
か
わ
ら
ず

、

こ
れ
を
逸
速

く
削
除
し

た

の
は
、

そ
れ
だ
け

こ
の
特
例
規
定

に
不
都
合

の
あ

る
こ

と

が
強
く
意
識

さ
れ
た
た
め

で
あ

ろ
う
。

首

服
規
定

に

つ
い
て
も

、
明
治

二
三
年
案

が
そ

の
基
本
的

方
向
を
決
定
し

て

い
た
。

財
産
犯

に
関
す

る
特
例

の
削
除

に
関
連
し

て
、
旧

刑
法

の
首

服
規
定

を
削

除
す

る
こ
と
は
当
然

の
こ
と
で
あ

っ
た

が
、
そ
れ

に
と
ど
ま
ら
ず

、
現
行
刑
法

の
基
礎

と
な

る
新

た
な
規
定

が
作

成

さ
れ

て

い
た

こ
と
に
は
、
注
目
す

べ
き
も

の
が
あ

る
。

ま

た
、

現
行
刑
法

に
お
け

る
自

首
減
軽

が
政
策
目
的

を
根
拠

と
す

る
認
識

の
も
と

に
規
定

さ
れ
、
そ

の
制
定
当
時

の
学
説

の
多
く
も

こ

れ
を
共
通

に
し

て

い
た
に
も

か
か
わ
ら
ず

、
大

正
時
代
後

半

か
ら
倫

理
的
な
意

味
を
有

す

る
行
為
者

の
改
俊
を

こ
と
さ
ら

に
強
調
す

る
学

説

が
み
ら

れ
る
よ
う

に
な

り
、

現
在

に
至

っ
て

い
る

の
に
は
、
興
味
深

い
も

の
が
あ

る
。

(1
)

内

田
文
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"
山
火
正
則

"
吉

井
蒼
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夫
編
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『
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法

[
明
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年
]
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』

[
日
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法
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]

一
八
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[
山
火
]
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社
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三
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